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�愛媛県告示第８４号
県営中山間地域総合整備事業いよ高縄地区（河之内工区）

の換地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第５項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１６年１月２１日から２月９日まで

３ 縦覧場所

菊間町役場

�������
�愛媛県告示第８５号
県営中山間地域総合整備事業鬼北地区（黒川工区）の換地

計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

８９条の２第４項において準用する同法第８７条第５項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１６年１月２１日から２月９日まで

３ 縦覧場所

日吉村役場

�愛媛県告示第８６号
県営中山間地域総合整備事業南宇和地区（正木増田工区）

の換地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第５項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１６年１月２１日から２月９日まで

３ 縦覧場所

一本松町役場
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�愛媛県告示第８７号
波方町から協議のあった町営土地改良事業（ため池等整備

事業・用呂越地区）の計画の変更は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及

び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（ため池等整備事業・用呂越地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

波方町役場
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�愛媛県告示第８８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年１月２０日から２月２日まで

�愛媛県告示第８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第９３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁、松山市役所

、伊予市役所、北条市役所、重信町役場、川内町役場、松前

町役場及び砥部町役場において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

�愛媛県告示第９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町三机字松乙４５６番１地先から

同字乙４９７番３まで

旧 ４．８～９．９ ０．０３５

新 ５．６～１６．０ ０．０３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町三机字松乙４５６番４から

同字乙４５６番３まで
平成１６年１月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町越田２０７番２から

同町越田２１６番２まで

旧 ７．４～１１．６ ０．０７５

新 ２０．０～４１．４ ０．０６４

〃 〃
南宇和郡西海町越田２１６番２から

同町越田２１５番２まで

旧 ６．６～１０．４ ０．０７５

新 ６．６～１０．４
１７．０～５１．０

０．０７５
０．０６２

〃 〃
南宇和郡西海町越田２１５番２から

同町越田２６３番地先まで

旧 ７．０～１２．４ ０．１０６

新 １２．４～３４．０ ０．１０６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町越田２０７番２から

同町越田２６３番地先まで
平成１６年１月２０日

愛 媛 県 報平成１６年１月２０日 第１５２５号
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松山広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

松山広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁、今治市役所

、朝倉村役場、玉川町役場、波方町役場及び大西町役場にお

いて告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

今治広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁、新居浜市役

所、西条市役所、東予市役所、小松町役場及び丹原町役場に

おいて告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

東予広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第９６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び川之江市

役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

川之江都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

川之江都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第９７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び伊予三島

市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

伊予三島都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

伊予三島都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び土居町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

土居都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

土居都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び菊間町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

菊間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

菊間都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１００号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び久万町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

久万都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

久万都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁、内子町役場

及び五十崎町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

内子都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

内子都市計画区域全域

愛 媛 県 報平成１６年１月２０日 第１５２５号
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�愛媛県告示第１０２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び大洲市役

所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

大洲都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

大洲都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び長浜町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

長浜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

長浜都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び八幡浜市

役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

八幡浜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

八幡浜都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び保内町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

保内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

保内都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び三瓶町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

三瓶都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

三瓶都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び宇和町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

宇和都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

宇和都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び野村町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

野村都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

野村都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁及び広見町役

場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

広見都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

広見都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１１０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１

項の規定により、その都市計画の案を愛媛県庁、宇和島市役

所、吉田町役場、津島町役場、内海村役場、御荘町役場、城

辺町役場及び西海町役場において告示の日から２週間公衆の
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縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

南予レクリエーション都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

南予レクリエーション都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁、松山市役所、伊予市役所、北

条市役所、重信町役場、川内町役場、松前町役場及び砥部町

役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

松山広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１１２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁、今治市役所、朝倉村役場、玉

川町役場、波方町役場及び大西町役場において告示の日から

２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

今治広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁、新居浜市役所、西条市役所、

東予市役所、小松町役場及び丹原町役場において告示の日か

ら２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

東予広域都市計画区域全域
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